
添付資料３  

 

学校給食センター 鳥取市及び事業者の責任区分 

 

種 類 内 容 
負担者 

市 事業者 

事業の中止・延期 
市の指示によるもの ○  

事業者の事業放棄、破綻  ○ 

不可抗力による中止等 大規模な災害や暴動等による事業中止 ○  

許認可等 事業実施に必要な許認可取得等の遅延等  ○ 

計画変動 事業内容の変更  ○ 

運営費変動 計画変更以外の要因による運営費用の増大  ○ 

第三者賠償 第三者に損害を与えた場合  ○ 

調理事故・異物混入 
事業者の責に帰すべき事由による場合  ○ 

上記以外 ○  

施設・設備等の補修 
事業者の責に帰すべき事由による場合  ○ 

上記以外 ○  

事業の実施水準 仕様書で定める水準に不適合である場合  ○ 

その他   

給食センター内等の複数の事業者（受託者等）が混在するエリア

において発生したリスクに関しては、事業者双方協議の上、負担

者（負担割合）を決定すること。 

   ※朱書き追加 


